
大阪青凌高等学校同窓会 

第 11回 同窓会総会 
 

 

日時 2023年 6月 17日（土） 14時 30分～ 

場所 大阪青凌高等学校 エクセルホール   

 

 

〈 次 第 〉 
 

 

１．開会の挨拶 

２．会長挨拶 

３．学校長挨拶 

４．議長選出 

５．協議 
  （１）第１号議案 役員変更（案） 

（２）第２号議案 会則変更（案） 

  （３）第３号議案 ２０２２年度 会務報告 

  （４）第４号議案 ２０２２年度 会計決算報告、会計監査報告 

  （５）第５号議案 ２０２３年度 事業計画（案） 

  （６）第６号議案 ２０２３年度 会計予算（案） 

  （７）その他 

６．閉会の挨拶 
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（１）第１号議案 役員変更（案） 

 

会計  本咲 直樹  本人の申し出により、これを受理する。 

 

  就任年度 退任年度 任期期間 

名誉会長 向 忠彦 本校校長  

会 長 松村 一輝 2018年～   

副会長 仲谷 浩江 2021年～   

会 計 片岡 佑美 2021年～   

 山本 和椰 2023年～   

書 記 坂根 彩乃 2021年～   

会計監査 冨永 雄生 2022年～   

 西原 知希 事務長  

 

 

 

（２）第２号議案 会則変更（案） 

 

大阪青凌高等学校 同窓会会則（対照表） 
（新）会則 （現）会則 

第１章 名称および事務所 

 

第１条 

本会は、大阪青凌高等学校同窓会と称し、本部

を大阪青凌高等学校（三島郡島本町若山台 1-

1-1）に置く。 

 

第２章 目的および事業 

 

第２条  

本会は、母校の発展・繁栄に寄与し、あわせて

会員相互の親睦をはかる。 

 

第３条  

本会は、前条の目的を達成するために、下記の

事業を行う。 

１．総会の開催 

２．会員相互の親睦増進 

３．その他、本会の目的達成に必要な事業 

 

第１章 名称および事務所 

 

第１条 

本会は、大阪青凌高等学校同窓会と称し、本部

を大阪青凌高等学校（三島郡島本町若山台 1-

1-1）に置く。 

 

第２章 目的および事業 

 

第２条  

本会は、母校の発展・繁栄に寄与し、あわせて

会員相互の親睦をはかる。 

 

第３条  

本会は、前条の目的を達成するために、下記の

事業を行う。 

１．総会の開催 

２．会員相互の親睦増進 

３．その他、本会の目的達成に必要な事業 
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第３章 会員および会費 

 

第４条  

本会は、下記の会員をもって組織する。 

１.正 会 員･･･大阪青凌高等学校卒業者 

２.特別会員･･･母校の現・旧教職員 

３.推薦会員･･･母校の発展繁栄に寄与し、      

総会において承認された者 

本会員は、姓及び住所等に変更があった場合は

遅滞なく本事務局に届け出るものとする。 

 

第５条  

正会員は、終身会費として、10,000 円を卒業時

に納入する。 

 

第６条  

終身会費 10,000円のうち、2,000円を青友会の

活動資金として付与する。 

 

第４章 役 員 

 

第７条  

本会には下記の役員をおき、その任期は２年とし

再任を妨げない、但し、最大任期を６年とする。 

１.名誉会長  １ 名 

２.会   長  １ 名 

３.副 会 長  若干名 

４.書 記  若干名 

５.会   計  若干名 

６.会計監査  ２ 名 

 

第８条  

名誉会長は、母校校長を推す。 

 

第９条  

会長ならびに各役員は、会員の中から選出する。 

 

第 10条  

本会の経理を監査する為に会長の指名で２名の

会計監査委員をおき 毎年監査をする。 

ただし、母校職員を１名充てる。 

 

第 11条  

本部での定例会や学校行事に役員が出席した

際は、謝礼・交通費として 1回につき 1,000円（年

間最大 5,000円）を本部費より支給する。 

 

 

第３章 会員および会費 

 

第４条  

本会は、下記の会員をもって組織する。 

１.正 会 員･･･大阪青凌高等学校卒業者 

２.特別会員･･･母校の現・旧教職員 

３.推薦会員･･･母校の発展繁栄に寄与し、 

総会において承認された者 

本会員は、姓及び住所等に変更があった場合は

遅滞なく本事務局に届け出るものとする。 

 

第５条  

正会員は、終身会費として、10,000 円を卒業時

に納入する。 

 

 

 

 

 

第４章 役 員 

 

第６条  

本会には下記の役員をおき、その任期は２年とし

再任を妨げない、但し、最大任期を６年とする。 

１.名誉会長  １ 名 

２.会   長  １ 名 

３.副 会 長  若干名 

４.書 記  若干名 

５.会   計  若干名 

６.会計監査  ２ 名 

 

第７条  

名誉会長は、母校校長を推す。 

 

第８条  

会長ならびに各役員は、会員の中から選出する。 

 

第９条  

本会の経理を監査する為に会長の指名で２名の

会計監査委員をおき 毎年監査をする。 

ただし、母校職員を１名充てる。 
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第５章 総 会 

 

第 12条 

１．定時総会は、１年に１回、これを開催する。臨

時総会は、必要と認めた時、会長はこれを

開催することができる。 

２.総会の決議は、出席会員の過半数でこれを決

する。ただし、可否  同数の時は、議長が

これを決する。 

 

第 13条 

総会の決議は、出席会員の過半数でこれを決す

る。ただし、可否同数の時は、議長がこれを決

する。 

 

第 14条 

下記の事項は定時総会に提出し、その承認を 

受けなければならない。 

１.前年度事業報告・会計報告および会計監査報告 

２.本年度事業報告および会計予算（案） 

 

第６章 会 計 

 

第 15条 

本会の経費は、会費・寄付金その他をもって、こ

れに充てる。 

 

第 14条 

毎年４月に 30万円を大阪青凌教育振興基金 と

して繰り入れる。 

 

第 16条 

本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３

１日までとする。 

 

第７章 会則の変更 

 

第 17条 

本会則の変更は、役員会において審議し、総会

の承認を得なければならない。ただし、緊急を要

する改正は役員会が議決する事が出来る。 

 

 

第８章 附 則 

１.この会則は、昭和 61年 4 月１日から施行する。 

２.この会則は、平成 20年 5月 10日から施行する。 

３.この会則は、平成 22年 5 月 8 日から施行する。 

４.この会則は、平成 24年 5 月 19 日から施行する。 

第５章 総 会 

 

第 10条 

１．定時総会は、１年に１回、これを開催する。臨

時総会は、必要と認めた時、会長はこれを

開催することができる。 

２.総会の決議は、出席会員の過半数でこれを決

する。ただし、可否  同数の時は、議長が

これを決する。 

 

第 11条 

総会の決議は、出席会員の過半数でこれを決す

る。ただし、可否同数の時は、議長がこれを決

する。 

 

第 12条 

下記の事項は定時総会に提出し、その承認を 

受けなければならない。 

１.前年度事業報告・会計報告および会計監査報告 

２.本年度事業報告および会計予算（案） 

 

第６章 会 計 

 

第 13条 

本会の経費は、会費・寄付金その他をもって、こ

れに充てる。 

 

第 14条 

毎年４月に 30万円を大阪青凌教育振興基金 と

して繰り入れる。 

 

第 15条 

本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３

１日までとする。 

 

第７章 会則の変更 

 

第 16条 

本会則の変更は、役員会において審議し、総会

の承認を得なければならない。ただし、緊急を要

する改正は役員会が議決する事が出来る。 

 

 

第８章 附 則 

１.この会則は、昭和 61年 4 月１日から施行する。 

２.この会則は、平成 20年 5月 10日から施行する。 

３.この会則は、平成 22年 5 月 8 日から施行する。 

４.この会則は、平成 24年 5 月 19 日から施行する。 
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５.この会則は、平成 28年 5月 21 日から施行する。 

６.この会則は、平成 30年 5月 19 日から施行する。 

７.この会則は、令和元年 4月 1 日から施行する。 

８.この会則は、令和５年 4月 1 日から施行する。 

 

５.この会則は、平成 28年 5月 21 日から施行する。 

６.この会則は、平成 30年 5月 19 日から施行する。 

７.この会則は、令和元年 4月 1 日から施行する。 

 

 

 

 

 

（３）第３号議案 ２０２２年度 会務報告 

 

 名称 場所 出席者 

4月 16日 第 1回 役員会議 大阪青凌高等学校 松村、本咲、片岡 

 

7月 30日 第 2回 役員会議 大阪青凌高等学校 松村、仲谷、坂根、片岡、 

本咲、川上、冨永 

9月 3日 文化祭前日買い出し ドン・キホーテ他 松村、仲谷、坂根、片岡、 

冨永 

9月 4日 文化祭 大阪青凌高等学校 松村、仲谷、坂根、片岡、 

冨永 

10月 1日 総会 大阪青凌高等学校 松村、仲谷、坂根、片岡、 

冨永、川上 

1月 14日 打ち合わせ オンライン 松村、仲谷、坂根、冨永 

 

3月 11日 第 3回 役員会議 大阪青凌高等学校 松村、仲谷、坂根、片岡、 

冨永 

 ※入学式・卒業式は、新型コロナウイルス感染症対策により列席していません。 
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（４）第４号議案 ２０２２年度 会計決算報告、会計監査報告 
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（５）第５号議案 ２０２３年度 事業計画（案） 

 

 名称 場所 

2023年 4月 7日 入学式 大阪青凌高等学校 

4月 8日 奨励制度表彰式 大阪青凌高等学校 

6月 17日 総会 大阪青凌高等学校 

9月 3日 青凌祭（2日目） 大阪青凌高等学校 

2024年 2月 16日 高校卒業式 大阪青凌高等学校 

 

 

 

（６）第６号議案 ２０２３年度 会計予算（案） 

 

収入の部     （円） 支出の部     （円） 

科目 金額 科目 金額 

前年度繰越金 9,863,024 行事・活動費 650,000 

新規入会金 2,930,000 保守委託費 200,000 

利息 200 通信費 1,400,000 

雑収入 0 卒業記念品 586,000 

   奨励金制度費 330,000 

   教育振興基金 300,000 

   助成金 2,500,000 

   青友会活動援助費 586,000 

  次年度繰越金 6,241,224 

合  計 12,793,224 合  計 12,793,224 

 

【追加経費】 

※活動費 ： 同窓会用ノートパソコン 

※活動費・通信費 : 会報作成、郵送、ホームページ掲載 

※助成金 ： 屋外モニュメント時計補助 

 

 


